
①児童生徒、教職員異物確認
1,直ちに給食を中断する
2,喫食している場合は、児童生徒の健康状態確認
　☆児童生徒の健康状態に異常があった場合は養護教諭へ連絡

　☆写真をとり、日時や状況の確認記録を取る。
※直ちに健康状態、現物確認

内線２０１

※直ちに管理者へ報告
内線１７２

②栄養士又は調理員へ連絡

・異物の特定と事故原因の究明 内線２００ 原因究明後

（原因不明の場合外部へ検査依頼）

・原因を追究し、再発防止策を含め報告する
（原因の検証と職員間の確認等）

内線２１５

※②養護教諭へ連絡
（必要なときだけ）

・児童生徒の健康状態を確認し健康状態

　に異変があった場合は管理者へ報告

　　

②部主事へ連絡

③校長・教頭連絡 ④保護者連絡

3,原因物は原型を崩さないようそのままの状態で給食室へ

※１ 学校給食における異物混入対応フローチャート

※健康被害が生じた場合直ちに事故

事故

報告



上は本校中学部の異物

下は森川の異物

二つを比べると同じもの

だと考えられる。

当日は同じ容器の５つ

の生クリームを使用。

そのキャップと考えられ

る。


